
 

 

 

 

 

 

 
 

５月 20 日(月)塩沢公民館において、第 66 回塩沢商工会通常総代

会が開催されました。提出された議案はすべて可決されました。議案

書については今月号の会報に同封してありますのでご覧ください。 

本年は、役員改選の年でしたが、来年 4 月の商

工会合併を見据え、全役員が留任となりました。 

総代会終了後は、はなやさんに場所を移し懇親

会を行い活発な情報交換を行いました。 

エネルギーや原材料高騰、人手不足、円安など、

厳しい経営が続きますが各種支援策もでています。 

新しい取り組みや設備導入、宣伝強化などお考

えの方は補助金の活用をご検討ください。 

また、経営課題解決のため専門家のアドバイス

を希望の方もお気軽にご連絡ください。 

そのほかにも商工会へのご意見、ご要望や資金

繰り、税務、労務など経営に関する悩みなどありま

したらお気軽に商工会へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

県女性連通常総会・主張発表大会 
 

5 月９日（木）に新潟県商工会女性部主張発表大会が朱鷺メ

ッセで行われ、塩沢商工会の石坂裕子さん（㈱IFC）が中越地

区 B ブロック代表として発表されました。大会では「女性部活

動に参加して～女性部合併・愛する地域のためにできること

～」をテーマにこれまでの女性部活動や合併後の活動への期待

について話されました。制限時間 10 分という中で内容もうま

くまとめられており、発表を聞いた方々からは「話し方もとて 

も聞きやすく感動した！」という声が多く聞か

れました。惜しくも最優秀賞とはなりませんで

したが、塩沢だけでなく六日町、大和の女性部

の皆さんからもお揃いの衣装で応援にご協力い

ただき素晴らしい主張発表大会となりました。 
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商工会は、地域事業者の皆様のご発展と創業を予定される皆様をご支援いたします。 

金融・労務・税務など経営の様々な課題を行政や支援団体と連携して解決を図ります。 

第６６回塩沢商工会 通常総代会 開催！ 

総代会議長 内田 様 

南魚沼市 

産業振興部長 腰越 様 

南魚沼市議会 

副議長 寺口 様 

ゆきぐに信用組合 

常勤監事 上村 様 



恒例となっております「しおざわ夏祭り大花火大会」の準備が始ま

り、連日担当者が有志のお願いに奔走しています。 

今年は３連休明けとなる７月１６日(火)１９時４５分より塩沢中学校

裏の魚野川河畔にて打ち上げを予定しております。本年も皆様よりご協 

力をいただき盛大に行いたいと思います。担当者がお願いに伺いました際は、どうぞ皆様の有志ご協力

を宜しくお願いいたします。また、新規の花火やメッセージ花火などお待ちしております。 
 

若手社員のための「ステップアップセミナー＆異業種交流会」開催(参加無料) 
 

 仕事のやりがい、コミュニケーション、スキルアップ等多くの若手社員が抱える悩みや課題をテーマ

に、仕事のモチベーションアップを図るセミナーを開催します。他社の同世代との交流もあります。 
 

■セミナー名：若手社員ステップアップセミナー＆異業種交流会（新潟労働局 若年者地域連携事業） 

■対象：入社 3 年以内の若手社員（中途入社の方も可、概ね 35 歳以下） 

■日時： 7/22(月)  受付 13：00～ セミナー時間 13：30～16：30 

■会場：南魚沼市ふれ愛支援センター ■定員：30 名 ※申込締切 7/17(水)まで 

■お申込み・お問合せ 

株式会社 エム・エスオフィス 新潟事務所 TEL：025-383-6266（平日 9:00～17:15） 
 

 

 

今月から始まりますが、ご存じですか？ 

「定額減税制度」一言で言うと…「税金が４万円少なくなります！」 

※１人につき所得税 3 万円、住民税１万円がそれぞれ減税されます。 
 

所得税の減税方法は、令和６年６月１日以降の最初の給料等の源泉徴収額から順次控除していきます。

控除しきれない場合は年末調整にて控除いたします。 

給与がない個人事業主については、令和６年分の所得税第１期予定納税額から実施され、控除しきれ

ない分を所得税第２期予定納税で控除します。それでも控除しきれない場合や、所得税予定納税が無

い方は令和６年分の確定申告で精算となります。 

特別徴収の個人住民税については、令和 6 年６月分の住民税は特別徴収され

ませんが、令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11

ヶ月で割り、令和 6 年 7 月分～令和 7 年 5 月分で毎月特別徴収されます。 

普通徴収の個人事業主の住民税は、令和６年６月の第 1 期分の納付額から控

除され、控除しきれない分を第 2 期分以降の納付額から順次控除されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご融資額   ２,０００万円以内 
返済期間   運転資金  ７年以内 

         設備資金 １０年以内 

利   率   年 １.35％（R6．5．1現在） 

マル経融資ご案内 

無担保！・無保証！ 

小規模事業者向けの融資 

仕入や、諸経費の支払い資金、自動車や機械等の設
備資金を必要とする方はお気軽にご相談ください。 

※条件により市の利子補給制度を受けることができます。 
※コロナの影響により利率・返済期間の優遇があります。 

まずはご相談ください!! 

  塩沢商工会(電話 025-782-1206) 

日本政策金融公庫 

塩沢商工会 今後の主な予定等 
 

6 月 ６日(木) 定額減税セミナー（六日町） 

6 月 9 日(日) 南魚沼グルメマラソン 

6 月 10 日(月) 定額減税セミナー（大和・塩沢） 

7 月 ７日(日) 軽トラ市（建築組合出店予定） 

7 月１６日(火) しおざわ夏まつり大花火大会 

この間洗濯をしそびれ危うく仕事で着ていく服が無くなる

ところでした。なんとか乾かして事なきを得ましたが、危

うく着る服が無くなる可能性も有り、肝を冷やしました。

一人暮らしを始めてずいぶん経ちますが、実家暮らしだと

洗濯などしてもらっているのが当たり前でしたが、一人暮

らしだとそうはいかず、これを毎日してくれてた親は大変

だったろうなと改めて思いました。先月、今月は母の日と

父の日が有る月ですが、今度実家に帰るときは今までの感

謝の気持ちを込めて何かプレゼントでも買って帰ろうかと

思います。（渡辺） 
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詳しくは、国税庁の 

｢定額減税特設サイト｣ 

をご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/

users/gensen/teigakug

enzei/index.htm 


